
令和８年度も引き続き

施設の修繕受付から現地確認、修繕工事の実施まで、様々な業務を
まとめて民間事業者が行う事業です。これにより、維持管理の効率化
と、市民サービスの向上を目指します。

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

包括的維持管理業務委託を実施します！
「包括的維持管理業務委託」とは…

事業実施期間

見附建設業協同組合

受託業者

道路・公園施設・遊具・下水道施設・雨水調整池の異常を発見した場
合は、裏面を参考に、受託業者または市担当部署へ連絡してください。

対象施設

担当：見附市建設課維持係



舗装の破損・陥没 街路樹の倒木・枝折
れ・維持管理（市内
の県道含む）

防護柵の破損
・ボルトのゆるみ

下水道マンホールの
がたつき・破損

見附市管理の道路・下水道施設で異常を発見したら連絡してください

連絡先：
見附建設業協同組合
包括維持管理受付

電話：８６－７１５１
緊急の場合は、夜間・
休日も対応します

以下の施設は引き続き市が
管理を行います

市が管理する水路
・側溝の破損
（農業用水路除く）

公園内の遊具
・施設の破損

消雪パイプ

直接業者へ
つながります

建設課 62-1700
（内線244）

街路灯

都市環境課
（内線162）

カーブミラー

国道・県道・一級河川は各管理者へ連絡してください

国道に関すること：
国土交通省長岡国道事務所長岡維持出張所 33-4690

県道に関すること：
長岡地域振興局地域整備部維持管理課 38-2621

市内の一級河川に関すること：
長岡地域振興局地域整備部治水課 38-2628

公共ますの詰まり
(宅地内ますは
排水設備業者へ)

雨水調整池の
破損


